
2026 年度 文教大学奨学金要項

文教大学独自の奨学制度で返還の必要がない給付型奨学金です。 

勉学の意欲を持ちながら、経済的に修学が困難な学生に対し、奨学金を給付します。 

１．対象者 

全学年 

※入学初年度春学期のみ、1年生及び 3年次編入生は出願できません。

２．給付額 

授業料の一部相当額  

※2025年度実績（年額）：193,500円

３．「日本学生支援機構給付奨学金／授業料減免（高等教育の修学支援新制度）」との併願に関して 

【文教大学奨学金出願に関する重要なお知らせ】（春学期提示版） 

 本奨学金とは別に「日本学生支援機構給付型奨学金「高等教育の修学支援制度/授業料減免含

む（以下、修学支援制度）」が例年春学期（4月）と秋学期（9月）に募集が行われます。 

修学支援新制度の対象に該当すると思われる方は、本奨学金の出願前に春学期（4月）の「修

学支援新制度」に申し込むことをお勧めします。（修学支援新制度に採用になった場合は、修学

支援新制度を優先し、併給はできません。） 

※修学支援新制度の詳細は、文部科学省や日本学生支援機構の HPで確認してください。

【参考】修学支援新制度の支援金額（2026年 4月採用の場合の年間の支援額）

区分 通学 減免（12か月分） 給付（月額） 総額（12か月分） 

第Ⅰ区分 自宅外 700,000円 75,800円 1,609,600円 

自宅 700,000円 38,300円 1,159,600円 

第Ⅱ区分 自宅外 466,700円 50,600円 1,073,800円 

自宅 466,700円 25,600円 773,800円 

第Ⅲ区分 自宅外 233,400円 25,300円 537,000円 

自宅 233,400円 12,800円 387,000円 

多子世帯の場合 

区分 通学 減免（12か月分） 給付（月額） 総額（12か月分） 

第Ⅰ区分 

（多子世帯） 

自宅外 

700,000円 

75,800円 1,609,600円 

自宅 38,300円 1,159,600円 

第Ⅱ区分 

（多子世帯） 

自宅外 50,600円 1,307,200円 

自宅 25,600円 1,007,200円 

第Ⅲ区分 

（多子世帯） 

自宅外 25,300円 1,003,600円 

自宅 12,800円 853,600円 

第Ⅳ区分 

（多子世帯） 

自宅外 19,000円 928,000円 

自宅 9,600円 815,200円 

多子世帯 自宅外 0円 700,000円 

自宅 0円 700,000円 



※世帯の収入状況によって採用区分が決まります。各区分の収入目安は文部科学省や日本学

生支援機構のホームページで確認してください。

※成績不振（学年学科で下位 1/4 等）の場合には支援が打ち切られますが、順調に単位修得

が進めば卒業時まで継続します。

※家計状況が改善した場合には、半年ごとに支援区分の見直しがあります。

※春学期のみで打ち切られた場合または秋学期からの支援の場合、支援の総額（6か月）は上

表を 1/2として計算してください。

【文教大学奨学金出願に関する重要なお知らせ】（秋学期提示版） 

本奨学金とは別に「日本学生支援機構給付型奨学金「高等教育の修学支援制度/授業料減免含む

（以下、修学支援制度）」が例年春学期（4月）と秋学期（9月）に募集が行われます。 

修学支援新制度の対象に該当すると思われる方は、本奨学金と修学支援新制度を同時に申し

込むことをお勧めします（修学支援新制度に採用になった場合は、修学支援新制度を優先し、

文教大学奨学金は併給できません。）。 

※修学支援新制度の詳細は、文部科学省や日本学生支援機構の HPで確認してください。

【参考】修学支援新制度の支援金額（2025年秋採用の場合の半期（秋学期）の支援額） 

区分 通学 減免（6か月分） 給付（月額） 総額（6か月分） 

第Ⅰ区分 自宅外 350,000円 75,800円 804,800円 

自宅 350,000円 38,300円 579,800円 

第Ⅱ区分 自宅外 233,400円 50,600円 537,000円 

自宅 233,400円 25,600円 387,000円 

第Ⅲ区分 自宅外 116,700円 25,300円 268,500円 

自宅 116,700円 12,800円 193,500円 

多子世帯の場合 

区分 通学 減免（6か月分） 給付（月額） 総額（6か月分） 

第Ⅰ区分 

（多子世帯） 

自宅外 

350,000円 

75,800円 804,800円 

自宅 38,300円 579,800円 

第Ⅱ区分 

（多子世帯） 

自宅外 50,600円 653,600円 

自宅 25,600円 503,600円 

第Ⅲ区分 

（多子世帯） 

自宅外 25,300円 501,800円 

自宅 12,800円 426,800円 

第Ⅳ区分 

（多子世帯） 

自宅外 19,000円 464,000円 

自宅 9,600円 407,600円 

多子世帯 自宅外 0円 350,000円 

自宅 0円 350,000円 

※世帯の収入状況によって採用区分が決まります。各区分の収入目安は文部科学省や日本学

生支援機構のホームページで確認してください。

※成績不振（学年学科で下位 1/4 等）の場合には支援が打ち切られますが、順調に単位修得

が進めば卒業時まで継続します。

※家計状況が改善した場合には、半年ごとに支援区分の見直しがあります。

※次年度も支援が継続した場合の支援金額（年間）は上表を 2倍して計算してください。



４．出願方法 

出願は郵送でのみ受け付けます。 

出願書類を揃え下記の送付先へ郵送してください。 

（１）送付先

〒２０６―８７９９

多摩郵便局留 文教大学奨学金受付センター

※送付の際は、指定の送付票（出願ラベル）を同封し、送付してください。

（２）出願期間

【春学期】2026年 6月 29日（月）～2026年 7月 13日（月）【最終日消印有効】

【秋学期】2026年 10月 14日（水）～2026年 10月 28日（水）【最終日消印有効】

※出願は年 2回あります。各学期で採否を決定しますので、通年受給を希望する方は、必ず年 2回出願してくだ

さい。

５．出願資格 

下記の要件を全て満たす者 

（１）家計支持者（原則として父母、またはこれに代わる者）の収入の合計が下記の基準額以下の者

（原則、所得証明書の金額で選考します。2025年 1月 2日以降に就職・転職・退職したケースについては、

6.出願書類を参照してください。）

①給与所得者（所得証明書の給与収入金額 ※年金の収入金額も含む）

給与収入が８４１万円以下

②給与外所得者（所得証明書の給与・年金以外の所得額の合計）

所得が３５５万円以下

③給与所得と給与外所得の両方がある者

給与収入と給与外所得の合計が８４１万円以下であり、

かつ給与外所得が３５５万円以下である者

（２）下記の標準修得単位数を満たしている者

※各セメスター終了時に修得が必要な単位数です。

※3年次編入の場合 3年生は 1.2セメ、4年生は 3.4セメを標準修得単位数として扱う。

（３）入学から出願時までの通算 GPAが１．５０以上の者

（４）出願時に修学支援新制度（日本学生支援機構給付奨学金及び授業料減免）の支援を受けていない者

※2025年度以前に修学支援新制度の支援を受けていた者で、支援停止又は打ち切り等により 2026年度の

出願する学期に支援を受けていない者は出願可。

【教育学部・人間科学部・文学部・情報学部・健康栄養学部（2026年度以降入学生）・国際学部 

・経営学部】

セメスター 1 2 3 4 5 6 7 

修得単位数 16単位 32単位 48単位 64単位 80単位 96単位 112単位 

【健康栄養学部（2025年度以前入学生）】 

セメスター 1 2 3 4 5 6 7 

修得単位数 17単位 34単位 51単位 68単位 85単位 102単位 119単位 



（５）当該学期に文教大学緊急特別奨学金を受給している場合は、授業料の半額未満を受給している者

（６）出願時に休学中でない者

※春学期休学者は秋学期に出願、秋学期休学予定者は春学期に出願してください。

※通年で休学している学生は出願できません。

（７）出願時に在留資格が「留学」でない者

※出願時に在留資格が「留学」の学生は、文教大学奨学金私費外国人留学生に対する奨学金または学納金

減免の募集へ出願してください。

（８）修業年限を超過していない者

※病気その他やむを得ない事由により修業年限を超過した者は、出願を認める場合があります。

６．出願書類 

送付票と下記の①～③（④～⑥該当者のみ）をすべて揃えて提出してください。 

NO 提出書類 備考 

① 文教大学奨学金 願書 原本 
・保証人の署名以外の項目は、すべて出願する学生本

人が、消えないペンで記入すること。

② 

所得証明書（父母両方） コピー可

※自治体によっては、課税証明書・非課税証明書と呼

称する場合もあります。 

・無職無収入でも提出してください。

・市区町村役所で発行

・2026 年度分（2025 年 1 月～12 月）の実績が記載さ

れたもの 

※出願期限までに発行ができない場合はご相談くだ

さい。

※収入・所得金額欄が「＊＊＊＊」等で目隠しされ

ているものは受理できません。金額を記載するた

めには、当該年度の所得について、予め市民税の

申告(収入の無い方は無収入であることを申告)を

する必要があります。お住まいの市区町村にて、

当該年度の所得を申告した上で、所得金額が記載

された所得証明書を取得してください。(市民税申

告の詳細はお住いの市区町村にお問合せくださ

い。)

③ 奨学金振込口座届 原本 ・学生本人口座を記入すること

②所得証明書の金額は「5.出願資格（１）家計基準」に該当しないが、2025年 1月 2日以降に就
職・転職・退職をした結果、その収入見込金額が家計基準に該当する場合は、下記の書類を提
出。（選考で考慮する場合があります。）

④ 

転職し、給与所得の場合（下記ア～イのうち、該当するもの） 

ア）2025年 12月までに勤務開始した方

次の①②のすべて 

①2025年の源泉徴収票

②2026年 1月から出願時までの毎月の給与明細（給与

明細添付台帳（本学指定書式）に添付）

イ）2026年 1月以降に勤務開始している方

次の①②のすべて 

①年収見込証明書（2026年分）(本学指定書式)

②2026年 1月から出願時までの毎月の給与明細（給与

明細添付台帳（本学指定書式）に添付）



⑤ 

転職し、給与外所得（自営業等）の場合（下記ア～イのうち、該当するもの） 

ア）2025年 12月までに事業を開始した方

次の①②のすべて 

①2025年の確定申告書の控え

②所得見込証明書（2026年分）（本学指定書式）

イ）2026年 1月以降に事業開始した方 ・所得見込証明書（2026年分）（本学指定書式）

⑥ 退職・廃業し、現在無収入の場合 ・無収入である旨の誓約書（本学指定書式）

※本学指定書式は、学生課・教育支援課の HPを参照してください。

７．選考方法 

提出された書類及び成績を基に選考します。 

８．給付方法 

出願時に指定した口座に振り込みます。 

９．選考結果の通知時期 

春学期出願者 選考結果：9月下旬 

秋学期出願者 選考結果：12月下旬 

１０.給付予定日

春学期出願者 給付日：11月下旬 

秋学期出願者 給付日：2月下旬 

１１．特記事項 

・文教大学以外の他団体から奨学金を受給している場合も出願可能です。ただし、出願する学期に「修学支援新

制度」の支援を受けている者は除きます。

・予算の範囲内でより家計の困窮度が高い者から優先して採用されます。出願資格に適合した出願者全員が採用

されるわけではありません。

・出願は年 2回あります。各学期で採否を決定しますので、通年受給を希望する方は、必ず年 2回出願してくだ

さい。

・採用決定後、採用者の状況により、支給を保留または中止することがあります。

・なお、次年度も本奨学金の給付を希望する場合は、再度、出願が必要になります（ただし、再度採用されると

は限りません）。

・奨学金の給付後に、退学・除籍等により奨学生の資格を喪失した場合は、奨学金の返還を求めることがありま

す。




